
身障協会事務局通信〔第３１７号〕 
 

                                       令和５年２月２８日 

 

１ 事務局の出前（相談及び各種手続き等） ＜担当：小川＞ 

事務局では、「ウィズ・コロナ」に向け、感染対策を適切に講じつつ、協会活動もしっかりと進めていく 

ことを目的に、各支部が開催する総会・会議等に事務局が会場に出向き、駐車禁止除外指定車申請、ジパン  

グ倶楽部の申込及び各種の福祉相談・講演等を行います。 

 ※講演を希望される場合は、事前にテーマ等ご連絡いただきますようお願いいたします。 

２ 令和４年度岐阜県身体障害者青壮年部研修会 ＜担当：岡田＞ 

  県下の身体障がい者青壮年部員が研修を通じて事業活動を活性化させると共に、部員間の交流や親睦を深

め、身体障がい者の自立及び社会参加の推進を図ることを目的に下記のとおり開催します。 

  つきましては、多数の方にご参加いただきますようご周知方よろしくお願いします。 

   ○期  日  ３月１２日（日）１０：００ ～１１：４０ 

   ○参加方法 【オンライン参加】 

           各自宅等（インターネット環境必須） 

         【会場参加】 

          ソフトピアジャパンセンタービル１０階会議室３（大垣市加賀野４－１－７） 

          ※申込み時にオンライン参加、会場参加のどちらかを選択してください。 

          ※会場参加者が少ない場合は、１階の福祉メディアステーションに会場変更させていた 

          だきます。 

   ○研修内容 ①「SDGs の概要と県の取り組みについて」（仮題） 

              講師：岐阜県 SDGs 推進課 

                  ②「インクルーシブ社会の実現に向けた取組みについて」 

            講師：未定 

                   ※「インクルーシブ社会の実現に向けた取組みについて」の講演につきましては、研修

内容が予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

   ○参 加 費  無 料 

   ○申込期日  ３月３日（金）まで（会場参加を希望の場合） 

      〇そ の 他  申し込み締切後でも、オンラインでの参加は可能ですのでご連絡ください。 

           Zoom ミーティング ID：922 1680 8401 

           パスコード：630290 

３ 「ふれあいアートステーション・ぎふ」応募作品展及び大賞表彰式 ＜担当：山田＞ 

  「ふれあいアートステーション・ぎふ」では、障がいのある方が制作した作品を集め有償で貸し出し、作 

 者に還元する事業を行っています。この応募作品展では、今年度応募のあった作品を展示し、この中から優 

 秀な作品を表彰しています。 

  つきましては、下記のとおり開催いたしますので、貴支部内にご周知いただき、ご鑑賞いただきますよう 

 ご案内申し上げます。 

  （１）応募作品展  期 間 ３月２１日（火・祝）～３月３０日（木） 

            場 所 ぎふ清流文化プラザ 文化芸術県民ギャラリー（岐阜市学園町３－４２） 

  （２）大賞表彰式  日 時 ３月２１日（火・祝）１３時３０分～ 

            場 所 ぎふ清流文化プラザ 文化芸術県民ギャラリー 

  



４ 今後の主な日程について （３月） 

３月 12 日 (日) 青壮年部研修会 大 垣 市： ソフトピアジャパンセンタービル 

 14 日 (火) 岐阜県身体障害者福祉協会正副会長会 岐 阜 市： 県福祉会館５南会議室 

 20 日 (月) 岐阜県身体障害者福祉協会理事会 岐 阜 市： OKB清流アリーナ 

 21 日 (火・祝) アートステーションぎふ大賞表彰式 岐 阜 市： ぎふ清流文化プラザ 

 24 日 (金) 岐阜県身体障害者福祉協会評議員会 岐 阜 市： 岐阜県水産会館 

   ※今後の新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、中止になる場合がございます。 

 

問い合わせ先  一般財団法人岐阜県身体障害者福祉協会 〒500-8385 岐阜市下奈良 2-2-1 県福祉会館５階 

申し込み 先  Tel 058－201-1543 Fax 058－273－9308 E-mail gisinsyou@human-i-land.com 

とぴっくす 

◯有料道路における障害者割引制度の見直しについて 

～１人１台要件の緩和とオンライン申請の導入～ 

有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される

障害者の方の自立と社会参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施されていま

す。 

これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用されておりましたが、自家用車をお持ちでない

方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場

合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にか

かわらず、事前に各市町村等において本割引の申請手続きが必要です。 

あわせて、これまで市区町村の福祉事務所等の協力のもと行っていた事前登録手続きについて、自家

用車を事前登録のうえＥＴＣを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、

新たにオンライン申請が導入されます。 

１ ご利用開始日 令和５年３月２７日（月）より  

２ ご利用の際のお願い 

① １人１台要件の緩和 

・事前登録のない自動車をご利用する場合、ＥＴＣ車、非ＥＴＣ車のいずれも、料金を支払う料

金所（一般レーン及び混在レーン等）において一旦停止いただいたうえで、係員が障害者手帳の

記載事項等と障害者本人の同乗（本人運転又は介護者による運転）の確認等を行います。 

 （介護者による運転は、第 1種身体障害者手帳所持者のみが割引の対象となります。） 

・重度の障害者の方がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道

路の障害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認

を行ってください。 

なお、タクシー等のご利用の場合は、重度の障害者の方のみ割引の対象となります。 

② オンライン申請の導入 

・ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が

必要となります。 

・オンライン申請がご利用できない方等のため、市町村の協力のもと、福祉事務所等による申請

受付も継続します。 

・オンライン申請の受付は令和５年３月２７日（月）から開始となります。 

オンライン申請受付サイトのＵＲＬは次のとおりです。 

ＵＲＬ https://www.expressway-discount.jp 


